
2019.7.19 

宜野湾市子ども・子育て会議 

【資料１】 

第２期子ども・子育て支援事業計画の策定について 

 

【概要】 

平成２７年度、子ども・子育て支援法の施行に伴い、子ども・子育て支援新

制度がスタートしました。併せて市町村は「子ども・子育て支援事業計画」の

５年毎の計画策定が義務づけされております。  第１期計画が令和元年度で終了することから、令和２年度から始まる第２期
計画を策定する必要があります。 

 

【目的】  質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確保
ならびに地域における子ども・子育て支援の充実させる事を目的としています。 

 

【根拠法令】 

○子ども・子育て支援法第 61条第 1項  市町村は、基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・
子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に

関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるも

のとする。 

【実施体制】                  
 

庁内検討体制 宜野湾市子ども・子育て会議 
（有識者、関係団体等）  

市民・ 
団体等  

こども企画課 基礎調査内容、量の見込

み・確保方策等について

の提言、計画案等につい

ての提言 意識調査結果等の報告、

量の見込み・確保方策等

についての提案、計画案

の提案等 代表参加 
意識調査（アンケート）

の実施 意識調査へ

の回答 事務局 
関係各課 資料提供、ヒアリ

ング対応 
ヒアリング実施、

連絡・調整等 コンサルタント 意識調査の設問

項目及び調査結

果・量の見込

み・確保方策・

計画内容等の確

認及び作業指示 
等 意識調査の項目

提案及び調査結

果の報告、量の見

込み・確保方策等

についての提案、

計画内容等の提

案、会議運営補助 
等 参加 市 長 

諮問 答申 
検討委員会 
（課長クラス） 
作業部会 
（係長クラス）  調査結果、

計画案の提

示 調査結果、計画案に対

する意見 


